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行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を 

行うことについて（周知） 

 

 

平素は本会の運営にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。 

令和 5年 3月 13日、総務省自治行政局行政課長より、各都道府県行政書士担当部（局）

長、全国銀行協会事務・決済システム部長及び第二地方銀行協会業務部長宛てに、次の内

容を周知する通知が発せられました。 

 

行政書士又は行政書士法人が業として行う行政書士法第 1条の 2及び第１条の 3第 1項

（第 2号を除く。）に規定する業務に関連して行われる「財産管理業務及び成年後見人

等業務」は、行政書士法第 13条の 6第 1号・行政書士法施行規則第 12条の 2第 4号に

規定する「行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連する業務」に該当する。 

 

これまで、財産管理業務及び成年後見人等業務は、行政書士の業務であるという総務省

見解を受けた認識の下、適正な業務推進に取り組んでおりましたが、実務の現場において

は、各自治体が中心となって設置された成年後見における中核機関に行政書士の参画が認

められない事例があるほか、各地の金融機関や裁判所から当該業務の根拠が不明確である

との指摘を受けることなどして、行政書士が業務として遂行するにあたって支障を来して

いる事例が散見されておりました。 

日行連として、総務省に対し、各自治体を始めとする関係各所への理解の促進を図るべ

く、「いわゆる財産管理業務や成年後見人等として行う業務は、従来から行政書士又は行

政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務（行政書士法施行規則第 12条の 2第

4号）に該当し、行政書士又は行政書士法人が行うことができる業務である」旨を文書に

て周知いただくよう要望し、これまでの総務省見解を明確に関係各所に対し示されたもの

です。 

超高齢社会となった我が国において、成年後見人や不在者財産管理人、相続財産管理人

等を必要とする方がますます増えると想定され、この分野においても、行政書士が専門家

としての一翼を担い、貢献することが求められます。趣旨をご理解の上、適正な財産管理

業務、成年後見人等業務の推進に取組みいただきますようお願いいたします。 



 

各単位会におかれましては、下記１のとおり、全国銀行協会及び第二地方銀行協会傘下の

地域金融機関本店等への訪問、コスモス支部等と共に都道府県の行政書士担当部署への訪問

につきご協力くださいますようお願いいたします。 

なお、本件については、全国銀行協会及び第二地方銀行協会以外の下記２の金融機関中央

会について、同様の通知がなされるよう総務省に対し要望しているところ、現在、総務省

において各機関と協議中であると伺っております。つきましては、総務省から本会へ通知

を行った旨の連絡をいただきましたらあらためて各単位会にご連絡いたしますので、それ

までは下記２の金融機関傘下の全金融機関に対し本件に関して接触されることのないよう

十分ご留意くださるようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 働きかけ先 

＜財産管理業務＞ 

（１）全国銀行協会傘下の地域金融機関本店 

参考：（一社）全国銀行協会の会員一覧 

https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/member-01/ 

（２）第二地方銀行協会傘下の地域金融機関本店 

参考：（一社）第二地方銀行協会の加盟地方銀行一覧 

https://www.dainichiginkyo.or.jp/membership/member_list.html 

 

＜成年後見人等業務（コスモス支部等と共に）＞ 

（１）都道府県の行政書士担当部署 

（２）市区町村の成年後見等担当部署 

（３）家庭裁判所の成年後見等担当部署 

 

２ 総務省に通知をお願いしている金融機関中央会 

・（一社）全国信用金庫協会 

・（一社）全国信用組合中央協会 

・（一社）全国地方銀行協会 

・全国農業協同組合連合会 

 

以上 

 

別添：行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて（通知）

（令和 5年 3月 13日付・総行行第 84、85号 総務省自治行政局行政課長通知文） 

https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/member-01/
https://www.dainichiginkyo.or.jp/membership/member_list.html


 

総行行第８４号  

令和５年３月１３日 

 

 

各都道府県行政書士担当部（局）長 殿 

 

 

 

総務省自治行政局行政課長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を

行うことについて（通知） 

 

 

 日本行政書士会連合会から「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うこ

とについて」令和５年２月１４日付け日行連発第１６１１号（別添）により当職に依頼があった

標記の件について、行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことは、下記

のとおり、行政書士法（昭和２６年法律第４号）第１条の２、第１条の３及び第１３条の６第１

号並びに行政書士法施行規則（昭和２６年総理府令第５号）第１２条の２第４号の規定に照らし

て支障がないものと考えますので、その旨お知らせします。 

 各都道府県におかれては、本通知による行政書士法等に関する解釈を踏まえ、貴都道府県内に

おける行政書士制度の適切な運用と各行政書士会への支援に努めるとともに、貴都道府県内の市

区町村に対してこの旨を周知願います。 

 なお、本通知は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項に基づく技術的

な助言であることを申し添えます。 

 

 

記 

 

○ 行政書士が業として行う行政書士法第１条の２及び第１条の３第１項（第２号を除く。）に規

定する業務に関連して行われる財産管理業務（民法（明治２９年法律第８９号）等の規定に基

づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類

する地位（以下、「管財人等」という。）に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しく

は処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務をいう。以下同

じ。）又は成年後見人等業務（民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の



 

委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位（以下、「後見人等」

という。）に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれら

の業務を行う者を監督する業務をいう。以下同じ。）は、行政書士の業務に附帯し、又は密接に

関連する業務（行政書士法第１３条の６第１号・行政書士法施行規則第１２条の２第４号参照）

に該当するものと考える。 

○ 行政書士が業として行う財産管理業務の例としては、行政書士が同法第１条の２及び第１条

の３第１項（第２号を除く。）に規定する業務として行われる相続財産目録、遺産分割協議書、

公正証書遺言書等の作成等に関連して管財人等に就き、民法等の規定に基づき当該管財人等と

して行う相続財産の調査等が挙げられる。 

○ 行政書士が業として行う成年後見人等業務の例としては、行政書士が同法第１条の２及び第

１条の３第１項（第２号を除く。）に規定する業務として行われる財産目録、各種契約書等の作

成等に関連して後見人等に就き、民法等の規定に基づき当該後見人等として行う成年被後見人

の財産調査等が挙げられる。 

 

 

（参考） 

○行政書士法（昭和２６年法律第４号）（抄） 

（業務） 

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類（その作成に

代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができ

ない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

以下同じ。）を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同

じ。）その他権利義務又は事実証明に関する書類（実地調査に基づく図面類を含む。）を作成

することを業とする。 

２ 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限

されているものについては、業務を行うことができない。 

 

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲

げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限さ

れている事項については、この限りでない。 

一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提

出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等（行政手続法（平成五年法律第

八十八号）第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同

じ。）に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続

において当該官公署に対してする行為（弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）第七十



 

二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。）について代理するこ

と。 

二 （略） 

三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人と

して作成すること。 

四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずるこ

と。 

２ （略） 

 

（業務の範囲） 

第十三条の六 行政書士法人は、第一条の二及び第一条の三第一項（第二号を除く。）に規定す

る業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。ただ

し、第一号の総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある

場合における当該業務及び第二号に掲げる業務（以下「特定業務」という。）については、社

員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うこと

ができる。 

一 法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち第一条の二及び第一条の三第一

項（第二号を除く。）に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は

一部 

二 第一条の三第一項第二号に掲げる業務 

 

○行政書士法施行規則（昭和２６年総理府令第５号） 

（業務の範囲） 

第十二条の二 法第十三条の六の総務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。 

一～三 （略） 

四 行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務 

 



 

総行行第８４号  

令和５年３月１３日 

 

 

全国銀行協会事務・決済システム部長 殿 

 

 

総務省自治行政局行政課長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

 

行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を

行うことについて（依頼） 

 

 

 日本行政書士会連合会から「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うこ

とについて」（令和５年２月１４日付け日行連発第１６１１号）（別添）により当職に依頼があっ

た標記の件について、行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことは、下

記のとおり、行政書士法（昭和２６年法律第４号）第１条の２、第１条の３及び第１３条の６第

１号並びに行政書士法施行規則（昭和２６年総理府令第５号）第１２条の２第４号の規定に照ら

して支障がないものと考えますので、その旨お知らせします。 

貴職におかれては、本通知による行政書士法等に関する解釈を貴会の会員行に周知いただき、

行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことへの理解の促進に協力願いま

す。 

 

記 

 

○ 行政書士が業として行う行政書士法第１条の２及び第１条の３第１項（第２号を除く。）に規

定する業務に関連して行われる財産管理業務（民法（明治２９年法律第８９号）等の規定に基

づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類

する地位（以下、「管財人等」という。）に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しく

は処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務をいう。以下同

じ。）又は成年後見人等業務（民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の

委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位（以下、「後見人等」

という。）に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれら

の業務を行う者を監督する業務をいう。以下同じ。）は、行政書士の業務に附帯し、又は密接に



 

関連する業務（行政書士法第１３条の６第１号・行政書士法施行規則第１２条の２第４号参照）

に該当するものと考える。 

○ 行政書士が業として行う財産管理業務の例としては、行政書士が同法第１条の２及び第１条

の３第１項（第２号を除く。）に規定する業務として行われる相続財産目録、遺産分割協議書、

公正証書遺言書等の作成等に関連して管財人等に就き、民法等の規定に基づき当該管財人等と

して行う相続財産の調査等の財産管理業務が挙げられる。 

○ 行政書士が業として行う成年後見人等業務の例としては、行政書士が同法第１条の２及び第

１条の３第１項（第２号を除く。）に規定する業務として行われる財産目録、各種契約書等の作

成等に関連して後見人等に就き、民法等の規定に基づき当該後見人等として行う成年被後見人

の財産調査等の成年後見人等業務が挙げられる。 

 

 

（参考） 

○行政書士法（昭和２６年法律第４号）（抄） 

（業務） 

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類（その作成に

代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができ

ない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

以下同じ。）を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同

じ。）その他権利義務又は事実証明に関する書類（実地調査に基づく図面類を含む。）を作成

することを業とする。 

２ 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限

されているものについては、業務を行うことができない。 

 

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲

げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限さ

れている事項については、この限りでない。 

一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提

出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等（行政手続法（平成五年法律第

八十八号）第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同

じ。）に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続

において当該官公署に対してする行為（弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）第七十

二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。）について代理するこ

と。 

二 （略） 



 

三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人と

して作成すること。 

四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずるこ

と。 

２ （略） 

 

（業務の範囲） 

第十三条の六 行政書士法人は、第一条の二及び第一条の三第一項（第二号を除く。）に規定す

る業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。ただ

し、第一号の総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある

場合における当該業務及び第二号に掲げる業務（以下「特定業務」という。）については、社

員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うこと

ができる。 

一 法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち第一条の二及び第一条の三第一

項（第二号を除く。）に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は

一部 

二 第一条の三第一項第二号に掲げる業務 

 

○行政書士法施行規則（昭和２６年総理府令第５号） 

（業務の範囲） 

第十二条の二 法第十三条の六の総務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。 

一～三 （略） 

四 行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務 

 

【担当】行政課行政書士係 

中田、塩見 

【電話】03-5253-5510（直通） 



 

総行行第８５号  

令和５年３月１３日 

 

 

第二地方銀行協会業務部長 殿 

 

 

総務省自治行政局行政課長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

 

行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を

行うことについて（依頼） 

 

 

 日本行政書士会連合会から「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うこ

とについて」（令和５年２月１４日付け日行連発第１６１１号）（別添）により当職に依頼があっ

た標記の件について、行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことは、下

記のとおり、行政書士法（昭和２６年法律第４号）第１条の２、第１条の３及び第１３条の６第

１号並びに行政書士法施行規則（昭和２６年総理府令第５号）第１２条の２第４号の規定に照ら

して支障がないものと考えますので、その旨お知らせします。 

貴職におかれては、本通知による行政書士法等に関する解釈を貴会の会員行に周知いただき、

行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことへの理解の促進に協力願いま

す。 

 

記 

 

○ 行政書士が業として行う行政書士法第１条の２及び第１条の３第１項（第２号を除く。）に規

定する業務に関連して行われる財産管理業務（民法（明治２９年法律第８９号）等の規定に基

づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類

する地位（以下、「管財人等」という。）に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しく

は処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務をいう。以下同

じ。）又は成年後見人等業務（民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の

委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位（以下、「後見人等」

という。）に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれら

の業務を行う者を監督する業務をいう。以下同じ。）は、行政書士の業務に附帯し、又は密接に



 

関連する業務（行政書士法第１３条の６第１号・行政書士法施行規則第１２条の２第４号参照）

に該当するものと考える。 

○ 行政書士が業として行う財産管理業務の例としては、行政書士が同法第１条の２及び第１条

の３第１項（第２号を除く。）に規定する業務として行われる相続財産目録、遺産分割協議書、

公正証書遺言書等の作成等に関連して管財人等に就き、民法等の規定に基づき当該管財人等と

して行う相続財産の調査等の財産管理業務が挙げられる。 

○ 行政書士が業として行う成年後見人等業務の例としては、行政書士が同法第１条の２及び第

１条の３第１項（第２号を除く。）に規定する業務として行われる財産目録、各種契約書等の作

成等に関連して後見人等に就き、民法等の規定に基づき当該後見人等として行う成年被後見人

の財産調査等の成年後見人等業務が挙げられる。 

 

 

（参考） 

○行政書士法（昭和２６年法律第４号）（抄） 

（業務） 

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類（その作成に

代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができ

ない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

以下同じ。）を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同

じ。）その他権利義務又は事実証明に関する書類（実地調査に基づく図面類を含む。）を作成

することを業とする。 

２ 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限

されているものについては、業務を行うことができない。 

 

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲

げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限さ

れている事項については、この限りでない。 

一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提

出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等（行政手続法（平成五年法律第

八十八号）第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同

じ。）に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続

において当該官公署に対してする行為（弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）第七十

二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。）について代理するこ

と。 

二 （略） 



 

三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人と

して作成すること。 

四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずるこ

と。 

２ （略） 

 

（業務の範囲） 

第十三条の六 行政書士法人は、第一条の二及び第一条の三第一項（第二号を除く。）に規定す

る業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。ただ

し、第一号の総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある

場合における当該業務及び第二号に掲げる業務（以下「特定業務」という。）については、社

員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うこと

ができる。 

一 法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち第一条の二及び第一条の三第一

項（第二号を除く。）に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は

一部 

二 第一条の三第一項第二号に掲げる業務 

 

○行政書士法施行規則（昭和２６年総理府令第５号） 

（業務の範囲） 

第十二条の二 法第十三条の六の総務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。 

一～三 （略） 

四 行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務 

 

【担当】行政課行政書士係 

中田、塩見 

【電話】03-5253-5510（直通） 





行政書士の業務について

財産管理業務：民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類す
る地位に就き、他人の事業の経営・他人の財産の管理・処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理・補助す
る業務

成年後見人等業務：民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督
委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理・同意・取消しを行う業務又はこれら
の業務を行う者を監督する業務

相続財産目録、遺産分割協議書、公正証書遺言書等の作成等に関連して管財人等に就き、民法等の規定に基づき当該管財人
等として行う相続財産の調査等

行政書士が業として行う財産管理業務の例

行政書士が業として行う成年後見人等業務の例

財産目録、各種契約書等の作成等に関連して後見人等に就き、民法等の規定に基づき当該後見人等として行う成年被後見人
の財産調査等

行政書士の業務は次のとおりです。

・ 官公署に提出する書類（電磁的記録を含む。）その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成（行政書士法第1条の２第１項）
・ 行政書士が作成することができる書類の官公署への提出手続の代理（行政書士法第１条の３第１項第１号）
・ 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること（行政書士法第１条の３第１項第３号）
・ 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じること（行政書士法第１条の３第１項第４号）
・ 行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務（行政書士法施行規則第１２条の２第４号）

財産管理業務及び成年後見人等業務は次のとおりです。

○ 行政書士は業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことができます。
（財産管理業務又は成年後見人等業務は行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連
する業務に該当します。）
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